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挑
的
利
衝
動
的

一
一
八
六

-10 

ら
ヂ
。

然

b
と
縦
毛
所
前
副
払
総
務
制
度
の
現
象
を
設
明
す
る
仁
際
し
て
は
之
が
原
因
を
替
利

衝
動
に
蹄
ず
る
の
設
今
常
ほ
甚
だ
少
な
か
ち
す
、
殊
一
仁
債
格
問
題
の
研
究
の
如
き
は
殆
ど
悉
く

利
己
必
の
作
用
を
唯
一
-
主
要
の
前
扱
と
し
て
之
を
試
ひ
る
の
脇
ゐ

60
而

し

て

皆

今

の

安

際

ょ
ん

J

制
似
る
も
習
人
の
鰹
務
的
経
利
的
生
活
は
皆
利
街
動
と
密
接
の
関
係
を
有
ず
る
乙
ー
し
岡
家

的

並

仁

宗

教

的

生

活

誕

他

の

生

活

方

面

よ
JO'
弘
、
議

K
大

な

る

宅

の

あ

る

な

'po

然
れ
ば
新
政
中

研
究
上
一
種
必
須
の
前
提
と
し
て
此
衝
動
の
作
用
を
認
む
る
ほ
勿
論
之
を
是
認
せ
か
』
る
を
得

ポ
J

E
乙
雌
落
、
此
街
勤
が
来
し
て
蓄
率
読
の
如
く
一
拐
の
恕
糠
的
行
鍔
の
根
本
的
厚
始
的
原
悶
な

る
や
否
ゃ
に
宝
'
り
て
は
脱
に
大
仁
疑
な
き
を
得
ホ
ノ
。
而
し
て
若
し
前
述
の
新
説
尚
早
設
の
如
く
、

他
に
積
々
な
る
原
因
、
原
動
カ
の
経
際
的
現
象
を
左
右
す
る
習
の
み
よ
ツ
と
せ
ば
某
原
岡
原
動
力

に
封
ず
る
此
街
動
の
聞
係
如
何
の
問
題
は
叉
此
仁
之
を
明
に
す
る
の
必
要
な
を
を
得
、
チ
。
併

し
、
此
等
の
諸
欧
州
に
闘
す
る
疑
問
は
先
づ
所
謂
替
利
衝
動
な
る
替
の
也
、
由
来
及
品
ω
援

連

を

明

じ

す
る
に
於
て
は
概
ね
之
を
悶
明
し
得
可
き
が
故
仁
、
普
人
は
此
じ
少
し
く
呉
由
来
及
び
接
建
に

就
て
序
す
る
所
あ
る
可
仁
。
(
来
完
)

4

、4
3
K
7
3
Lト
s
、
ノ
ム
-rμ

日司

斗

n
・北伺

-
F
m
u
p，
羽
山
川
匂
v

2
A
A
一

)

板

会

卓

対三

，戸、、

"""圏

、--"、

日

韓

合

併
I
ζ

米

布

合

併

一
闘
が
英
存
立
を
失
び
て
、
他
闘
に
令
併
せ
ら
る
‘
、
の
例
は
、
古
来
の
歴
史
に
珍
し
か
ら
・
下

9

近
代
じ
於
て
も
、
一
八
九
六
年
仰
閣
の
マ
ダ
が
ス
カ
ル
、
九
八
年
米
閣
の
布
陸
、
一
九

0

0
年

英

関

の
ト
ラ
シ
ス
グ
ア
ー
ル
、
近
く
は
一
昨
年
の
白
耳
義
之
コ
ン
ゴ

l

自
由
魁
と
の
合
併
の
如
き
、
立
(

最

も

著

名

な

る

も

の

な

AJO

H
福
等
の
先
例
を
、
今
度
の
日
韓
令
併
仁
比
較
す
る
に
、
韓
日
図
が
我
保

議
岡
よ

a
b
一
戦
し
て
令
併
せ
ら
れ
た
る
の
事
責
は
、
マ
ダ
ず

λ

カ
ル
が
最
初
例
闘
の
保
護
側
凶
仁

し
て
、
後
仁
令
併
せ
ら
れ
な
る
の
事
変
.
E
除
似
す
る
が
如
く
な
れ
ど
母
、
之
を
米
同
が
布
栓
を
合

併
す
る
に
歪
I

り
北
る
前
後
の
事
一
情
仁
封
比
す
れ
ば
、
日
韓
令
併
は
種
々
の
重
要
な
る
紡
仁
於
て
、

前
者
よ
t
ツ
号
寧
ろ
後
者
に
類
す
る
を
認
め
会
」
る
を
得
ホ

J
O

邸

-L
米
布
の
合
併
は
、
少
な
く
と
も

左
の
四
紡
仁
於
て
、
日
韓
令
併
と
禁
事
情
を
同

b
く
す
る
も
の
と
一
五
ふ
可
し
時

4，1 

...._.. 
.、

米
闘
と
布
吐
と
の
地
理
上
の
関
係
は
、
米
闘
が
癖
来
政
治
上
仁
、
通
商
上
仁
、
太
平
詳
仁
薬
牒

乙

λ
七

米

有

合

併

の

先

制
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足
を
伸
ば

3
ん
と
す
る
に
は
、
必
歩
や
岡
島
を
其
掌
中
に
牧
め

E

b
可
が
ら
も
d

る
と
と
、
恰
活

日
本
と
緯
闘
と
の
地
理
上
の
関
係
は
、
日
本
が
賂
来
亜
細
亜
大
陸
仁
於
て
政
治
上
、
議
海
上
そ

の
他
に
、
一
一
閣
の
援
回
収
を
期
せ
ん
之
ず
る
い
札
は
、
是
非
之
常
韓
国
を
我
勢
力
の
下
に
置
か
も
d

る

可

が

ち

含

る

の

事

情

に

相

似

北
1
9
0

随
て
若
し
号
他
閥
、
が
来
て
布
陛
に
勢
力
を
扶
殖
し
、
若
し
く
は
之
を
併
設
す
る
が
如
き
乙

一一、
と
わ
ら
ん
内
太
平
洋
に
淡
町
成
ず
る
の
希
同
点
を
笠
し
く
す
る
ほ
勿
論
、
第
一
に
米
倒
西
海
岸
に

於
け
る
防
防
上
の
閥
係
い
へ
容
易
な
ら
も
d

る
影
響
を
被
ひ
る
可
さ
を
以
て
、
米
閣
は
夙
に
他
閥

の
異
悶
&
排
斥
す
る
に
努
め
、
一
八
二

O
年
大
統
領
モ
ン
ロ
ー
の
ほ
吋
、
先
づ
第
一
仁
之
れ
と
遜

商
航
海
依
約
を
締
結
し
、
且
つ
四
二
年
大
統
飯
タ
イ
一
ブ
!
の
持
出
血
ハ
先
を
に
共
濁
立
を
承
認
し

て
他
闘
を
し
て
之
を
雰
愛
せ
し
め
北
る
乙
と
、
恰
昔
日
本
州
炉
、
若
し
韓
関
に
し
て
他
図
の
断
使

に
服
し
、
若
し
く
は
線
溺
℃
締
ナ
る
が
'
加
を
乙
之
あ
ら
ん
か
、
郷
来
大
陸
に
活
劾
を
試
り
る
が

如
き
、
全
然
そ
の
望
を
絡
つ
可
き
は
問
よ
F

り
、
第
一
仁
我
立
協
の
基
礎
を
危
く
せ
ら
る
、
沙
も
の

な
る
が
故
に
、
韓
岡
仁
封
ず
る
他
閣
の
野
必
は
、
極
力
ζ

れ
を
排
斥
す
る
仁
努
力
し
、
依
て
先
づ

明
治
九
年
江
議
・
白
阿
仁
於
て
、
日
韓
修
交
依
規
を
締
結
し
、
bu-

朝
鮮
闘
は
自
主
の
邦
仁
し
て
、
日
本
図

と
平
等
の
椛
を
保
有
せ
1

り
、
嗣
後
一
雨
厨
和
親
の
貨
を
表
せ
ん
と
欲
す
る
に
は
、
彼
此
互
に
同
等

の
椴
，
議
を
以
て
相
接
待
し
、
事
も
伎
越
街
嫌
ず
る
乙
と
あ
る
べ
か
ら
ヤ
''b
と
て
、
明
白
仁
美
猫
立

自
主
の
一
.
国
文
る
乙
と
を
承
認
し
、
以
て
世
々
縮
図
の
附
席
問
、
花
、
り
し
閥
係
を
打
破
す
る
に

___.‘ 
・ー~-・4‘
、

及
伏
、
他
闘
"
も
之
仁
倣
ぴ
て
、
其
濁
立
闘
な
る
と
と
を
認
り
る
に
至

b
し

事

情

と

相

似

北
F

り。

布
陛
の
獅
立
を
認
め
大
る
後
、
米
岡
政
府
は
機
合
あ
る
毎
h
L
、
布
陛
の
濁
立
は
米
側
聞
の
立
図

上
最
も
須
要
な
る
依
件
な
る
を
以
て
、
他
閣
の
没
仁
之
を
侵
す
唱
の
あ
ら
ん
わ
、
米
闘
は
決
し

て
之
を
宥
過
す
る
乙
と
を
得
才
る
旨
を
丘
中
一
一
口
し
大
る
の
る
な
ら
ホ
ノ
、
一
八
四
三
年
布
陸
が
英

闘
の
匁
一
め
仁
其
領
土
を
侵
害
せ
ら
れ
ん
と
し
、
四
八
年
再
ぴ
側
関
の
矯
め
仁
告
し
め
ら
る
、

や
常
に
布
睦
を
援
助
し
て
、
異
郷
立
を
会
ふ
せ
し
め
た
る
は
、
日
本
が
明
治
九
年
の
江
華
島
依

約
以
来
、
動
唱
す
れ
ば
韓
闘
が
宵
ほ
椅
閣
の
領
腐
な
る
が
如
き
事
資
あ
る
仁
封
し
、
毎
度
乙
れ

を
排
斥
す
る
仁
努
は
旬
、
遂
に
明
治
二
十
必
八
年
に
於
け
る
日
清
戦
争
、
一
見
に
三
十
レ
七
八
年

-e

・
に
於

け

る

日

露

戦

争

を

戦

ふ

の

止

む

を

得

才

る

に

宝
f

り
文
る
の
事
情
と
一
略
ぽ

J

相

似

食
1

リ。

閥
、
斯
の
如
く
米
闘
は
学
世
紹
以
上
の
閥
、
陰
ド
陽
に
、
直
接
に
問
'
接
に
、
他
閣
の
野
必
広
野
し
て
、
布

陛
の
溺
立
を
維
持
し
、
飯
土
を
保
抗
告
せ
し
む
る
仁
苦
必
し
花
る
宅
、
結
局
ζ

れ

ま

米

関

じ

合

併
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米

布

合

併

の

先

例

二
九
O

晶生

し
て
-
確
安
に
英
庇
護
の
下
に
置
く
仁
非
診
れ
ば
、
布
陛
は
早
晩
他
闘
の
侵
害
を
菟
わ
れ
念
る

の
運
命
仁
在
る
を
以
て
、
米
闘
は
断
然
そ
の
婚
家
の
鵡
根
を
絶
つ
仁
決
し
、
建
に
一
八
九
八
年

布

位

合

併

を

断

行

す

る

に

笠

b
t
る
の
事
情
は
、
日
本
が
多
年
韓
図
濁
立
の
潟
め
仁
、
容
易
な

ら
含
る
苦
必
を
致
し
、
夫
れ
が
免
め
に
雨
皮
ま
で
大
戦
争
を
敢
て
す
る
に
歪
よ
り
文
る
宅
、
之
を

保
護
闘
と
し
て
、
徒
仁
一
閣
の
窓
名
を
保
持
せ
し
む
る
よ
r
り
は
、
寧
ろ
断
然
我
仁
合
併
し
て
、
他

日
紛
争
の
種
子
を
、
今
日
仁
於
て
支
除
ず
る
仁
若
か
ヂ
と
て
、
遂
に
い
よ
ノ
¥
之
を
合
併
す
る

ぃ
ド
至

b
t
る
の
事
情
と
相
似
、
て
る
を
見
る
可
し
。

以
上
の
阿
紡
除
、
日
韓
令
併
と
米
布
合
併
の
由
来

F

に
、
恰

4
符

節

を

会

は

ず

が

如

を

類

似

の

事

情

あ
る
を
指
摘
し
、
北
る
刃
も
の
な
れ
ど
昔
、
更
に
芸
事
情
の
一
細
密
仁
入
ら
ば
、
街
ほ
雨
者
の
類
似
貼
の

多
々
な
る
を
接
見
す
J

可
し
。

依

て

今

米

布

合

併

の

由

来

仁

関

す

る

最

宅

信

滋

す

可

さ

材

料

じ

線
J

り
、
合
併
仁
至
る
ま
え
寸
の
事
情
を
略
記
し
て
、
以
て
日
韓
介
併
と
甚
だ
相
似
た
る
の
事
責
を
設

明
す
可
し
。

(
ニ
)
、
米
布
交
遊
前
の
布
畦

布
峰
山
の
回
向
す
る
サ

Y

ド
h
J
ヰ
J

Y

チ
群
島
J

仁
一
五
、
か
は
、
」
七
宅
八
年
ζ

札
を
義
一
見
し
セ
、
る
英
同
四

の
航
海
家
グ
ツ
グ
の
然
め
下
、
有
カ
な
る
後
援
者
大
t
り
し
、
時
の
英
図
海
軍
大
臣
サ

y

ド
ウ
ヰ
・
ヅ

チ
伯
を
紀
念
せ
ん
翁
め
仁
、
此
名
稀
を
附
し
北
る
唱
の
な
よ
ツ
。
布
睦
は
此
群
島
の
一
な
れ

E
M
3

恐
式
に
は
サ
ン
ド
ウ
ヰ
ッ
チ
の
名
を
用
ゐ
歩
し
て
、
布
・
畦
と
呼
ぶ
を
常
と
す
。

布
陸
の
初
め
畿
日
ル
せ
ら
れ
大
る
は
、
グ
ッ
グ
以
前
、
西
班
芳
人
が
エ
タ
ノ
ー
な
る
宅
の
一
五
三

五
年
の
頃
、
統
に
之
を
知
F

り
大
E
リ
と
一
五
ヘ
ば
、
ゴ
ロ
ム
プ
ス
の
回
以
米
利
加
接
見
よ
y
り
僅
仁
三
十
レ
七

年

後

の

み
'O

然
れ
ど
宅
欧
洲
人
仁
依
よ
ツ
て
業
存
在
を
正
確
ド
ド
知
ら
れ
文
る
は
、
グ
ヅ
グ
の
一
接
見

以
後
仁
し
て
、
次
に
渡
来
し
た
る
は
、
英
岡
有
名
の
航
海
家
グ
ア
シ
グ

I
グ
ア

i

な
λ
y
o

業
布
時
一

ド
ト
来
る
乙
と
前
後
一
一
一
一
問
、
図
玉
及
び
島
民
を
導
き
て
J

初
め
て
究
明
の
道
を
知
ら
し
め
セ
る
と
冒
と
、

今
命
ほ
布
陸
の
歴
史
に
明
な
る
所
な
よ
リ
二
七
九
四
年
業
第
三
間
渡
来
の
際
グ
ア
シ
グ

I
グ
ア

ー
は
、
同
島
の
英
国
仁
取

'p
て
甚
だ
重
要
な
る
を
宥
破
し
、
闘
一
王
カ
メ
A

メ
ρ

を
説
て
、
群
島
の
諸

島
主
を
集
め
、
合
議
を
開
き
て
、
英
闘
い
ト
隷
隠
仰
せ
ん
乙
之
を
謀
ら
し
む
。
英
図
は
布
栓
を
保
護
し
、

且
つ
軍
艦
…
隻
を
怒
る
可
き
を
約
し
て
、
布
畦
は
英
領
に
締
ず
可
を
を
承
諾
し
た
る
よ
10J
、
グ
ア

y

グ
1
グ
ア
ー
は
、
問
主
及
び
諸
島
主
が
英
闘
に
其
群
島
を
譲
奥
し
叱
る
同
日
ど
認
し
な
る
鏑
擦

を
作
'
今
、
之
を
何
人
の
日
仁
も
立
も
易
を
場
所
仁
建
て
、
批
大
な
る
祭
典
を
行
ひ
て
立
去

6
セ

b

'4.5 

J

入
才
持
廿
川

p
h
u
u
瑚勺

元
治
川
相

2
2
C
J
h
p
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し
い
ペ
グ
ア
ン
グ

l
v
/

ア
ー
の
報
告
、
本
闘
に
遣
し
た
る
際
は
、
時
一
恰
が
も
俄
岡
革
命
の
最
中
な
F

り
し

を
以
て
、
英
国
は
専
ら
其
方
に
投
窓
を
奪
拡
れ
-
遂
に
布
吟
一
占
領
を
安
に
す
る

ζ

と
能
は
ム
少
し
て

止
一
み
た
'
h
ソ
念
。

英

人

に

次

で

布

尽

を

得

ん

と

し

大

る

唱

の

は

髭

人

な

60

一
八

O
九

年

の

頃

よ

6
露
人
の

阿
島
に
往
来
す
る
替
の
術
〈
多
く
、
次
第
仁
逸
商
の
道
る
開
け
し
か
ば
、
常
時
露
倣
ア
一
ア

λ

カ

り

知
県
バ
ブ
ノ
プ
は
、
太
平
洋
に
露
領
を
作
ら
ん
と
て
、
先
づ
布
唾
に
者
限
し
、
一
八
…
五
年
一
般
一
ー

を

i
b
{、
群

島

の

西

方

に

位

ず

る

カ

ウ

ア

イ

島

に

ぎ
y
。
島
の
室
内
と
談
列
の
後
、
上
陸
し
て

石
結
の
城
砦
を
築
を
、
之
に
露
図
の
図
旗
を
掲
げ
食

50
露

闘

の

史

家

テ

イ

グ

メ

ネ

プ

の

認

す

る
所
に
掠
れ
ば
、
ヵ
ウ
ア
イ
島
主
よ
J

り
遜
商
上
の
特
権
を
得
、
且
つ
岡
島
を
露
-
情
の
保
護
の
下
仁

置
く
の
約
を
結
ば
し
に
、
此
報
、
露
帝
に
建
せ
し
と
き
、
帝
は
之
を
認
め
な

b
し
と
一
五
ふ
。

カ
メ
A

メ

A

玉
、
協
人
の
伎
入
を
開
く
や
、
直
に
彼
等
に
返
却
を
命

b
、
遂
に
裳
築
さ
れ
札
る
城
砦
を
破
壊
し

党
る
よ

b
、
露
一
人
は
主
、
志
を
成

3
歩

し

て

返

を

た

ん
f

し
が
、
業
後
露
閣
は
布
陛
仁
封
ず
る
野
v
沿
を

紹

φ
b
t
b
を圃〈

問
周
回
)
、

米
布
の
交
通
開
始

之
よ
t

り
先
き
米
間
人
の
布
畦
仁
往
来
す
る
悲
の
銃
に
少
な
が
ら
ヂ
ト
中
仁
宅
ボ
ー

ト

y

の
荷

人
炉
、
舶
を
慨
し
て
ケ

!
プ
、
ホ

i

y
を
迂
廻
し
、
米
閣
の
西
北
海
岸
仁
宏

'O
て
、
印
皮
人
よ

b
獣

皮

を
得
、
一
民
に
之
を
支
那
渡
来
地
方
仁
恕

-b
て
、
茶
、
結
布
、
磁
器
の
類
と
交
換
し
、
復
ぴ
米
闘
に
飾
る
の

4隆

' 

例
な

b
し
が
、
英
米
同
前
北
海
伴
仁
印
度
人
と
取
引
す
る
間
仁
、
屡
々
布
畦
仁
立
寄
1
9
、
或
は
之
を

枚
接
地
と
し
て
、
此
鹿
ょ
ん
ノ
前
北
海
岸
地
方
に
往
復
し
大
る
の
事
費
以
、
歴
史
仁
存
ず
る
所
な
ら
。

放
の
グ
ア
ン
グ
!
グ
ア
ー
が
、
一

ピ
I
b

と

J

L

二戸
A
h
p
o

z
d
t
y
?
J
J
J
2
3
S
 

七
九
二
年
此
白
河
仁
来
y

り
し
時
は
ベ
肱
仁
米
人
の
在
住
す
る
唱
の

殊

に

同

島

が

総

脊

の

産

仁

富

む

よ

b
、
米
岡
高
入
の
然
意
を
興
起
し
て
、
米

舶
の
出
入
漸
く
多
く
、

時
棟
一
脊
の
採
伐
業
非
常
の
は
熔
況
を
告
げ
b
k
r
り
し
が
、
程
な
く
減
ふ
る
に

一
八
.
一
九
年
、
米
閣
鯨
拙
燃
の
一
初
め
て
布
畦
じ
減
は

れ
セ
る
以
来
、
捕
鯨
業
は
法
仁
急
速
の
進
歩
を
翁
し
、
米
岡
純
真
な
ら
、
錦
、
前
側
、
英
等
の
諸
関
捕
鯨
蝋

五
ー
っ
、
之
に
代
，
今
大
る
も
の
は
、
捕
鯨
業
な

b
，

の
布
時
-
仁
出
筏
ず
る

g
の
頗
る
多
か
F

り
し
中
に
、
米
側
婚
の
殊
に
多
数
、
を
占
め
大
る
は
、
最

g
鮫

著

在

る

事

貨

な
f

り
を
。

加

ふ

る

に

一
七
八
八
年
の
頃
、
米
問
人
仁
依

b
て
初
め
て
耶
蘇
款
を
倫
明

入
せ
ら
れ
、
グ
ア
シ
グ
ー
が
/
ア
1
亦
そ
の
数
義
を
俸
ヘ

セ
る
以
来
、
漸
く
島
民
の
向
仁
行
ほ
れ
、
岡
一

~7. 

王
の
之
を
認
め
て
品
具
体
揺
を
奨
蹴
ず
る
に
至
1
9
て
、
米
一
図
宣
数
師
の
渡
来
す
る
も
の
、
お

米

布

合

併

の

先

例

ニ丸一一一
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米

布

合

併

の

先

例

多

舎

を

加

ヘ

食

る

よ

r
り
、
布
陸
と
米
岡
ー
し
の
交
通
は
、
，
次
第
に
綴
繁
な
ら
ん
と
き

b
。

此
に
於
て
、
米
一
閥
政
府
は
、
布
陣
よ
ト
於
け
る
自
問
人
民
を
保
護
し
、
日
一
つ
務
来
通
商
の
，
隆
盛
を
期

せ
ん
匁
め
、
一
八
二

O
年
タ
ヨ

y
、
タ
ヨ

l

y

ス
な
る
告
の
を
、
米
一
回
通
商
…
航
海
事
務
官
志
向
。
三
三

円一

5
5丘
町
応
虫
色
命
的
門
0
3
c
g
s
q
R
S
仏

ωg口
以
内
コ
)
仁
任
一
b
、
之
を
布
畦
仁
挺
進
し
て
、
普
逝
飯
事
の
職
務

お
一
九
四

を

執

ら

し

ひ

る
i
L

問
時
に
、
布
畦
の
中
央
政
府
及
ぴ
地
方
官
憲
之
、
政
治
的
一
関
係
を
保
持
せ
し
め

を
よ
り
。

日
起
れ
米
布
一
附
図
政
府
の
問
仁
、
日
初
め
て
一
公
然
正
式
の
交
通
を
開
始
し
党
る
オ
も
の
に
し
て
、

立
一
一
後
五
年
を
経
て
、
英
岡
政
府
が
リ
チ
ヤ
ー
ド
、
チ
ヤ
ー
ル
リ
ト

Y

な
る
唱
の
を
、
布
一
隆
及
び

y

サ

工

一
プ
イ

I
島
の
総
飯
事
と
し
て
波
遣
す
る
ま
で
、
ジ
ヨ

I

ン
ス
は
、
貴
仁
・
布
陸
に
於
け
る
唯
一
の
外

関

官

変

な

ん
J

き
J
1
4
1
Y
ス
布
院
仁
留
ま
る
乙
之
、
十
八
笛
年
の
後
、
…
八
一
一
一
八
年
罷
め
ら
れ
て

本

間

仁

飾
i
リ

グ

リ

シ

ス

メ

!

ド

な

る

習

の

之

仁

代
J

り
セ

h
し
が
、
ジ
ヨ
!
ン
ス
の
祇
迭
は
、
'
邸
時
hf

米
関
政
府
が
、
非
R

公

式

に

布

畦

の

濁

立

岡

大

る

を

認

め

食

る

其

第

一

歩

な

b
と
一
五
ふ
乙
'
と
を
得

ぺ
1
U
o

、
‘ 

米
人
の
渡
来
す
る
唱
の
多
を
を
加
ふ
る
に
述
れ
、
島
岡
政
府
叉
は
島
氏
と
の
向
に
、
商
買
取
引

そ
J

の
他
仁
闘
し
て
、
種
々
の
争
論
を
生

b
、
兎
一
角
米
人
之
為
民
ー
の
鴻
柄
t

岡
凶
滑
を
訣
を
、
勤
唱
す
れ

ば

不

穏

の

沙

流

相

績

く

の

有

様

な

る

よ

b
、
米
岡
政
府
は
特
使
を
減
し
て
、
従
来
の
事
論
を
囲
識

に
底
廻
し
、
倫
一
ほ
勝
来
の
交
誼
を
厚
ふ
ず
る
の
目
的
を
以
て
二
一
五
年
ピ

I

1

吋
ノ
グ
館
長
ト
!
マ

λ
、
タ
ヨ

i

ン
λ

を
し
て
、
並
行
怪
に
越
か
し
む
。

首

時

米

布

の

間

大

小

の

紛

議

数

ふ

可

が

ら

み
y
、中

に

は

忌

は

し

を

事

件

道

あ

2
9

て

其

解

決

甚

だ

面

倒

な
λ
ツ
し
に
拘
は
ら
み
少
、
艦
長
ジ
ヨ

1
v
r
λ

の

ー

潟
県
頗
る
宜
し
き
に
趨
ぴ
、
雨
闘
の
利
益
戚
情
を
傷
く
る
乙
と
な
く
し
て
、
巧
に
専
を
牧
め
花
る

の
み
な
ら
歩
、
布
隆
政
府
の
深
合
信
用
を
博
し
北
る
よ
・
夕
、
建
仁
迩
で
米
宿
の
問
に
修
交
通
商
航

海
依
約
(
吋
円

g々
。
ご
母
ロ
仏
ω
巴
?
の
0
3
5
0
3
0
M
伊
豆
ロ
恒
三
怒
号
ロ
)
を
締
結
す
ふ
に
宝

b
t
6
6
0此
依

約

は

ゆ
何
時
次
切
諮
問
問
に
時
過
に
行
政
れ
北
る
議
総
款
を
合
み

J

、
殊
仁
布
畦
は
命
ほ
未
聞
の
域
を
股

せ
か
」
る
.
仁
、
島
閥
裁
剣
所
の
完
益
な
る
権
利
宣
承
認
し
て
‘
在
留
米
岡
人
は
共
裁
判
に
服
従
す
可

を
と
と
の
規
定
を
存
し
允
る
は
、
以
て
米
闘
が
如
何
に
布
肢
を
重
要
税
し
北
る
が
を
見
る
可
し
。

此
依
約
締
結
談
剣
の
際
、
前
・

4

語
英
国
総
・
飯
事
手
ヤ
ー
ル
ト

Y

も

其

席

に

列

な
t

り
、
突
然
布
陸
、
は
元

来
英
領
な
る
を
以
て
、
践
に
他
国
と
依
約
を
結

-A
の
一
様
一
な
を
4

ど
申
出
で
北

b
し
に
潰
し
、
艦
長
タ

ヨ
l

y

ス
は
、
英
図
政
府
が
総
領
事
と
し
て
、
チ
ヤ
ー
ル
ト
ン
英
人
を
此
倒
に
駐
在
せ
し
む
る
此

一
閣
と
脱
倣
す
読
擦
な
F

り
と
て
、
断
然
チ
ヤ
}
ル

ノ

4.9 

-
等
賞
ζ

ル
ー
¥
卸
も
英
闘
が
布
昨
日
ぞ
以
て
濁
立
の

米

布

合

併

の

先

例

一
一
九
五
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米

布

合

併

の

先

例

ト

y

の
ム
一
一
日
を
排
し
、
途
仁
ご
六
年
成
立
調
印
し
北
る
も
の
、
之
を
布
睦
が
諸
外
閣
と
道
南
一
依
約
を

ニ
九
六

50 

締

結

し

北

る

嶋

矢

な
F

り
と
す
。

て
、
正
式
仁
は
無
効
な
よ
リ
し
も
、
安
際
に
は
四
九
年
園
務
卿
グ
レ
ー
ト
ン
の
崎
、
夏
め
て
新
依
約
を

但

し

此

僚

約

は

米

国

上

院

仁

於

て

批

准

せ

ら

れ

ぎ
t
り
し
を
以

締
結
す
る
仁
至
る
ま
で
、
殆
ど
故
障
な
く
行
は
れ
、
党
よ
リ
き
。
英
後
三
六
年
に
背
広
t
り
、
英
図
軍
・
鰭
ア
グ

テ

オ

ン

来

ιリ
、
威
嚇
手
段
に
依
て
通
商
線
約
を
結
伏
、
一
一
一
九
年
併
問
軍
艦
亦
ζ

れ

と

一

候

約

を

結

は
た
t
リ。

右
の
偽
約
を
結
・
ぴ
て
よ
I

り
後
三
年
、
米
閣
は
軍
艦
グ
ヰ
ン
セ
ン
ス
を
疎
遠
し
、
時
の
大
統
領
ジ
ヤ

グ
リ
ノ
ン
の
好
意
を
慌
し
セ
る
海
軍
卿
の
手
書
を
競
ら
し
、
且
つ
諸
積
の
贈
物
を
致

3
し
め
な
る

に
ぱ
一
間
王
カ
ハ
ハ
メ
ハ
三
世
の
歓
喜
斜
な
ら
歩
、
諸
島
主
、
諸
大
使
を
招
し
て
、
海
軍
卿
よ

ιリ
の
手
書

を
議
議
せ
し
め
，
セ
る
業
手
書
の
要
旨
は
、
布
畦
女
ル
仙
の
進
歩
著
し
を
を
賞
讃
し
、
命
一
阪
賂
来
の
譲

建
を
怠
ら
念
ら
ん
乙
と
を
希
望
し
食
る
沙
も
の
な

b
し
が
、
英
世
一
日
中
、
米
閤
人
じ
し
.
て
布
陛
の
法
律

を
侵
す
沿
も
の
は
、
同
時
に
白
闘
の
政
府
仁
封
ず
る
義
務
を
乱
る
唱
の
な
る
が
故
仁
、
之
を
底
読
す

此
事
次
僚
に
逃
ん
か
可
し
。

る
を
要
す
と
て
、
布
睦
の
法
律
を
零
重
す
可
を
旨
を
明
仁
し
た
る
の
一
事
は
、
布
睦
政
府
の
最
も

満
足
に
忍
び
セ
る
所
ー
し
て
、
国
王
拡
直
じ
懇
第
一
親
切
な
る
図
書
を
裁
し
て
大
統
旗
仁
途

b
k

，A
J
o
v
f

ヰ
ン
セ
ン
ス
の
艦
長
は
、
図
王
及
び
島
主
仁
封
し
、
布
陛
が
濁
立
閣
と
し
て
の
穣
日
剣
山
義
務

仁
関
す
る
有
益
な
る
息
ム
一
一
日
を
輿
へ
て
蹄
闘
し
食
t
リ
と
一
五
ふ
。

以
上
の
認
事
は
印
も
布
畦
が
骨
決
後
米
図
仁
依
t
り
て
正
式
広
濁
立
を
承
認
せ
ら
る

h

仁
歪
れ

る
立
最
初
の
・
成
行
を
明
に
す
る
も
の
仁
し
て
、
回
よ
1
9
業

内

面

の

事

情

仁

至
F

り
て
は
、
種
々
の
好

感
在
る
術
敏
弘
行
は
れ
、
面
白
か
ら
ぬ
出
来
事
唱
綾
出
し
セ
れ
ど
宅
強
制
聞
と
弱
一
闘
と
の
問
に
拡
、

何
れ
の
歴
史
仁
宅
珍
ら
し
か
ら
合
る
の
み
な
ら
歩
、
強
て
穿
撃
す
可
を
要
も
な
か
る
可
し
と
思

は
る
れ
ば
、
設
に
は
之
を
略
ず
を
可
と
す
。

(閥)、

布

睦

濁

立

の

承

認

一
八
三
九
年
、
働
問
軍
艦
ア

I
テ
ミ

l
ズ
、
ホ
ノ
ル
、
伝
来

b
て
布
陛
政
府
を
成
座
す
る
乙
と

甚
だ
急
な

-b。

れ
食
る
業
廃
に
、
中
途
ょ
ん
/
替
数
輸
入
せ
ら
れ
食
る
よ

ιリ
、
雨
振
の
札
機
忽
ら
起
'
・
9
、
新
設
の
立
数

ゆ
多
〈
は
米
人
)
は
、
図
王
仁
迫

b
で
奮
教
を
排
斥
せ
し
め
、
成
は
義
信
侶
(
多
く
は
傭
人
)
を
放
逐
し
、

之
よ
ー
リ
先
を
布
唾
は
耶
蘇
新
滋
大
仁
行
'
は
れ
て
、
税
仁
園
裁
の
如
く
仁
親
倣

3

或
は
友
信
徒
を
鹿
刑
し
て
、
具
河
口
仁
迫
害
を
加
ヘ
党
る
を
以
て
、
護
教
徒
は
建
じ
俄
図
じ
訴
ヘ
て
、

布
畦
政
府
仁
干
渉
せ
ん
乙
と
を
議
び
食
れ
ば
、
働
関
軍
艦
拡
屡
々
来
・
0
て
、
政
府

K
忠
払
山
口
し
た
z
p

.51 

米

布

合

併

の

免

例
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し
も
、
布
睦
は
頑
と
し
て
之
仁
感
性
、
一
べ
ま
す
ノ
¥
迫
害
を
加
ヘ
セ
る
よ
1
9
、
英
図
飯
事
の
如
き
号
、

一

は

米

関

蛍

数

削

の

践

后

を

惑

む

の

念

よ
t
h
J

、
普
教
徒
を
援
く
る
と
と
甚
だ
熱
必
な
t
り
を
。

加
問
々
銚
悶
軍
艦
ア

I

テ
ミ

I
ズ
は
、
世
界
周
航
の
途
中
ジ
ド
ニ
!
に
在
よ
り
、
例
岡
政
府
は
之
仁

命
令
を
奥
へ
え
タ
ヒ
チ
を
経
て
ホ
ノ
ル
、
仁
設
が
し
む
。

強
硬
な
る
殖
民
政
策
を
遂
行
す
る
抄
も
の
な

b
を
。
館
長
一
ア
プ
一
7
1
ス
は
J

ホ

/

ル

、

じ

着

す

る

や

蓋
し
蛍
狩
の
俄
闘
政
府
は
、
極
め
て

否
や

λ

直
に
側
関
王
の
名
を
以
て
、
布
睦
政
府
が
替
数
徒
な
る
偽
図
人
民
に
治
害
を
加
ヘ
大
る
を

抗
議
し
、
且
つ
五
笛
僚
の
要
求
を
提
出
し
て
、
一
、
関
王
仁
局
す
る
会
群
島
内
に
畜
殺
の
自
由
を
布

告
す
る
乙
と
、
二
、
ホ
ノ
ル
、
に
沓
数
寺
院
の
建
設
地
を
寄
興
ず
る
乙
之
、
三
、
啓
一
教
徒
の
獄
仁
投
時

ら
れ
令
一
る
者
を
赦
話
加
す
る
乙
と
、
問
、
賂
来
の
保
設
と
し
て
、
悶
王
は
ア

i
一
ア
ミ

i
ズ
館
長
仁
金
二

首
内
弗
を
預
託
す
る
と
と
、
但
し
依
約
の
誠
賢
に
行
は
る
、
を
認
り
る
時
は
之
を
返
附
す
可
し
、
五
、

以

上

の

僚

項

ε承
諾
し
北
ぷ
依
約
に
闘
王
を
し
て
調
印
せ
し
め
、
之
と
共
仁
前
誌
の
保
護
金
を

携
帯
し
て
、
関
王
配
下
の
重
な
る
族
長
一
名
を
軍
艦
仁
差
遣
せ
し
め
、
且
つ
倣
岡
々
旗
下
二
十
一

議
一
の
離
砲
を
行
ふ
乙
と
を
迫
卜
り
、
若
し
越
仁
之
仁
感
情
」
念
る
と
き
は
、
立
所
仁
戦
端
を
開
始
せ
ら

る
可
(
五
人
よ

h
生
歩
る
一
切
の
責
任
は
、
布
栓
政
府
仁
於
て
負
強
摘
す
'
可
き
も
の
な
る
乙
と
を
警

告
し
、
艇
中
仁
政
府
の
入
賞
を
監
禁
し
、
ホ
ノ
ル
、
港
仁
封
鎖
を
宣
言
し

t
b。
同
時
仁
英
米
領
事

仁
通
告
し
て
、
今
よ
ろ
一
一
一
日
の
袋
、
戦
争
開
始
せ
ら
る
可
ぎ
に
図
p
り
、
保
護
を
望
む
誠
司
¢
は
、
綿
一
筒
軍

般
に
来
一
る
可
を
を
知
ら
し
め
セ
る
中
仁
、
米
閥
領
事
仁
輿
へ
な
る
識
は
出
口
仁
除
、
但
し
新
設
の
僧
侶

及
び
之
に
加
携
し
て
俄
閥
仁
仇
を
翁
し
れ
仏
る
唱
の
に
は
保
護
を
山
県
ふ
る
限
'
り
に
非
念
る
よ
し

を
前
記
し
花
る
よ
』
夕
、
米
関
宣
教
師
は
、
米
一
図
飯
事
館
仁
避
難
す
る
の
止
む
を
一
得
才
る
に
至
れ
よ
り
。

時
恰
苦
悩
玉
水
ノ
ル
、
仁
在
ら
ぎ
'
り
し
か
ば
、
政
府
は
業
師
還
ま
で
事
を
猶
線
路
せ
ん
と
と
を
請

ぴ
、
一
隔
日
の
短
期
を
得
セ
る
宅
、
倣
一
閥
軍
艇
の
要
求
甚
だ
念
な
る
よ

6
、
依
約
と
保
設
金
と
を
持

参
し
て
、
総
仁
難
を
菟
が
れ
セ
る
業
廃
応
、
間
王
の
蹄
来
し
文
る
を
捕
ヘ
、
ァ

l

テ

ミ

!

ズ

艦

長

は

一
良
仁
通
寵
悠
約
の
締
結
を
強
請
し
、
艇
長
よ
'
・
9

示
し
食
る
案
女
仁
、
一
字
の
修
正
を
加
ヘ
し
め
歩

し
て
、
闘
一
王
を
し
て
之
仁
調
印
せ
し
め
セ

b
。
此
依
約
中
最
も
重
要
な
る
も
の
こ
宿
僚
あ
F
9
、
一
は

併

図

民

拡

俳

閥

領

事

が

外

図

居

留

民

中

よ
L

り
指
名
し
文
る
陪
審
官
に
依
る
広
非
な
れ
ば
、
如
何

な
る
犯
罪
対
も
罰
せ
ら
る
h
B

乙
之
な
が
る
可
し
と
一
お
ふ
替
の
、
二
、
は
併
図
商
品
~
就
中
菊
菊
稿
、
プ
フ

'
y
J
Jノ

I
M
い
、
禁
輸
入
を
禁
坊
ち
る

h

乙
之
な
が
る
可
〈
、
且
つ
従
債
税
五
分
以
上
の
す
同
惑
?
な
る
輪

入
裁
を
諜
せ
ら
る
弘
之

E
な
か
る
可
し
と
一
五
ふ
坤
も
の
走
れ
な

bo

米

布

合

併

の

先

制
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6会

前
仁
認
し
党
る
如
く
、
英
国
軍
艦
ア
グ
テ
オ
ン
が
、
一
一
一
六
年
布
睦
之
依
約
を
締
結
し
文
る
号
、
資

‘
喝
を
用
ゐ
て
業
目
的
を
惑
し
文
る
な
I

り
。
今
叉
備
図
と
依
約
を
結
ぴ
、
て
る
宅
、
軍
艦
ア

r
一γ
ミ
ー

彼
と
一
五
び
是
と
一
五
び
、
単
一
二
兎
布
陸
、
が
濁
立
の
貨
を
布
せ
含
る
に

ズ

の

威

嚇

に

依

る

唱

の

な

ab。

図
る
沙
も
の
な
れ
ば
、
先
づ
列
閥
よ
L
リ
異
郷
立
の
承
認
を
得
る
仁
若
が
歩
と
て
、
偶
一
々
蛍
時
布
時
一
仁

在

b
て
、
島
民
の
事
情
仁
精
通
せ
る
、
λ

ド
ソ
シ
縮
問
舎
鮭
枇
長
英
人
サ

I
、
ヲ
ヨ

I
説
、
ジ
ム
プ
ソ
シ

の
糊
告
に
従
ぴ
、
特
伎
を
英
、
錦
、
米
の
一
一
一
図
仁
一
次
遣
す
る
と
と
仁
決
し
、
一
八
回
二
年
、
サ

I
、
ジ
ヨ
ー

?
を
英
図
に
、
図
王
の
秘
書
官

A

i
リ
ポ
之
、
米
国
宣
教
師
仁
し
て
閥
王
の
顧
問
主
る
リ
チ
ヤ

I

ず
一
一
の
雨
入
を
米
関
仁
遣
は
し
、
次
仁
三
人
倫
'
款
に
令
し
て
倣
闘
に
赴
か
し
な

d

但
し
之
を
以
て

布

w
吐

が

使

節

を

外

闘

に

波

遣

し

文

る

哨

失

な

b
之
錯
す
唱
の
あ
れ
ど
昔
、
之
よ
t
り
先
き
四

O
年・・

米
関
オ
レ
ゴ

y

州
の
法
律
家
プ
ア
!
ナ
ム
な
る
も
の
を
使
節
之
し
て
、
濁
立
の
承
認
を
求
め
し

ひ
る
翁
め
、
英
、
側
、
米
三
図
に
遣
は
し
文
る
の
事
責
あ
F

り
。
唯
だ
業
功
を
奏
せ
ぎ

6
し
錦
め
、
資
く
俸

位
一
・
ら
診
る
の
み
。

閥

王

が

三

使

節

を

外

岡

仁

議

s
夕
食
る
よ
し
を
問
問
〈
や
、
英
図
領
事
チ
ヤ
ー
ル

ト

y

は
、
強
て
布
陸
を
英
領
E

と
す
る
の
希
望
を
有
ず
る
よ

b
、
一
二
使
節
の
目
的
配
挫
折
せ
し
め
ん

と
て
、
ア
レ
キ
サ
ン
ダ

1
、
ジ
ム
プ
ソ
ン
な
る
も
の
を
代
理
飯
事

E
し
て
留
め
、
直
仁
本
闘
に
後
足

し
、
文
る
其
途
中
、
恰
一
も
メ
キ
ジ
ゴ
な
る
マ
ザ
ト
フ
ソ
仁
碇
泊
中
な
る
英
図
軍
艦
グ
リ
ー
ス
プ
ホ

I
ト
仁
恕
ぴ
、
党
る
を
以
て
、
事
を
艦
長
ポ

l

レ
ツ
ト
伽
仰
に
告
げ
セ
る
に
次
モ
、
代
理
領
事

γ

ム
プ

ソ
シ
亦
布
陣
吐
仁
於
け
る
英
人
の
危
急
を
訴
へ
て
、
英
図
太
平
洋
艦
隊
司
令
官
ト

i

マ
ス
少
将
仁

援

助

を

求

め

北

る

よ
t
リ
、
前
記
ケ
リ

i
ス
プ
オ
ー
ト
を
し
て
、
ホ
ノ
ル
、
に
念
航
し
事
態
を
審
議

せ

し

め

北
F

り
し
仁
、
此
事
後
仁
至
J

り
て
大
紛
同
慌
の
基
因
を
匁
し
文
人

J
O

回
二
年
の
幕
、
ハ

i
リ
ポ
、
リ
チ
ヤ
・

1
ズ
の
雨
使
節
、
華
盛
頓
仁
到
着
し
、
関
務
卿
ウ
エ
プ
ス
タ
ー

に
合
見
し
て
、
米
布
雨
閥
古
来
の
関
係
を
隙

b
、
共
濁
立
の
示
認
を
求
め
北
る
仁
、
ウ
エ
プ
ス
タ
ー

は
=
一
躍
に
之
を
快
諾
し
、
且
つ
左
の
宣
言
を
議
す
る
と
共
に
、
必
然
之
を
諸
外
閣
に
過
性
し
め
た
ιり。

『
合
衆
閣
は
、
サ
ン
ド
ウ
ヰ

w
ノ
チ
群
島
の
現
蛍
局
者
を
以
て
、
民
情
に
越
し
且
つ
人
民
の
所
信
に

基
づ
〈
政
府
と
し
て
之
を
承
認
す
可
し
。
大
統
領
の
所
見
に
擦
れ
ば
、
通
商
列
閣
の
利
袋
よ

b

見
て
、
該
政
府
が
他
国
の
潟
め
仁
干
渉
せ
ら
れ
も
d

る
を
要
ず
。
同
島
に
出
入
す
る
舶
舶
中
、
葉

大
多
数
は
合
衆
岡
に
局
す
る
乙
と
切
な
る
が
故
仁
、
合
衆
閣
は
他
の
何
隣
よ
t
り
港
、
向
島
及
び

同
政
府
の
運
命
に
闘
し
，
て
、
多
大
の
利
害
を
戚
ポ
ノ
る
唱
の
な
ん

J
O

此
鯖
よ
L
リ
大
統
領
は
A
V
衆

r::e: .)u 

関
政
府
の
意
見
を
代
表
し
七
、
サ
シ
ド
ウ
ヰ
ヅ
チ
群
島
政
府
は
零
重
せ
ら
る
可
く
、
何
一
閤
電
征

米
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服

ιし
く
は
植
民
の
目
的
・
を
以
て
、
岡
島
を
占
領
せ
な
る
可
〈
、
叉
一
何
回
屯
現
政
府
仁
封
し
、
不

常

の

束

縛

を

加

ぺ

、

若

し

く

は

遁

局

仁

関

す

る

絡

濁

の

終

典

叉

は

思

惑

を

求

り

る

と

と

な

か

る
可
き

ζ

と
を
笠
ム
一
目
す
る
が
も
の
な
よ
ツ
O
L

大

統

領

タ

イ

ラ

i
亦
同
年
の
間
合
仁
血
ハ
ヘ
大
る
数
世
一
日
中
仁
、
布
睦
の
濁
立
を
承
認
す
る
仁
至

れ
る
次
第
を
述
ぺ
、
日
一
つ
如
何
な
る
闘
士
る
を
肉
は
歩
、
同
閣
の
濁
立
を
寄
せ
ん
と
す
る
唱
の
あ

る
時
以
、
米
関
拡
之
を
座
腕
ず
る
乙
と
能
は
歩
、
必
ヂ
や
此
図
仁
封
し
断
然
、
北
る
手
段
仁
出
づ
可

を
口
"
を
韓
明
し
大
1
9
0

総
て
翌
年
英
、
側
一
雨
政
府
宅
亦
そ
の
濁
立
を
認
応
食
3

り
し
が
ベ
爾
闘
は
夏
仁
一
歩
を
匙
め
、
英
間

外
務
大
臣
ア
バ
!
デ
イ
シ
卿
之
、
時
の
駐
英
大
使
と
の
問
に
宣
言
事
一
一
日
を
慈
し
町
サ
ン
ド
ウ
ヰ

y
チ

群
島
の
政
府
は
、
諸
外
周
之
の
関
係
を
究
会
に
屍
盟
ず
る
じ
し
を
得
る

8
の
と
認
ひ
る
に
就
て
は
、

雨
閤
互
仁
之
を
濁
立
闘
と
し
て
魚
認
し
、
直
接
に
も
間
接

v
L
4
共

保

護

閣

の

名

を

以

て

す

る

と

叉

他

の

形

式

を

以

て

す

る

仁

拘

は

ら

歩

、

群

島

の

飯

土

中

そ

の

如

何

な

る

部

分

を

も

占

領

せ

含

る
可
を
L

を
約
し
、
乙
の
宣
言
仁
米
図
を
誘
ぴ
て
、
加
盟
せ
し
め
ん
と
し
大
る
仁
、
米
岡
政
府
政
欧
洲

諸

岡

正

事

仁

携

綜
t
り
、
鍔
め
に
擬
来
の
紛
争
仁
投
ホ
ノ
る
が
如
き
乙

E
4め
ら
ん
か
、
米
関
本
来
の
主

蓋
し
常
に
布
睦

議

に

怜

る

唱

の

な

b
t
の
理
由
を
以
て
、
其
加
盟
の
羽
生
↑
日
を
拒
絶
し

-
r
h
J
き。

仁
恩
(
図
を
布
す
る
唱
の
I
ζ

制
帆
倣
沖
、
り
れ
北
る
、
英
、
俄
…
雨
闘
の
政
府
が
、
各
自
単
調
じ
布
睦
の
溺
立
を

承

認

し

た

る

の

み

な

ら

や
J

、
延
で
爾
閣
の
名
の
下
仁
、
百
一
仁
葉
飯
土
を
佼

3
w
h
る

を

約

し

た

る

仁

就

て

は

内

部

に

何

等

貯

の

理

由

あ

る

可

き

は

勿

論

仁

し

て

、

或

は

琢

て

米

間

が

布

畦

仁

於

て

優

.

越
な
る
勢
力
を
ふ
何
一
し
、
行
く
く
は
之
を
排
令
ず
る
も
の
に
非
な
る
な
き
ゃ
を
疑
ふ
の
念
よ
t
り、

初
隣
先
づ
布
陣
一
の
領
土
保
全
を
宣
言
し
て
、
之
に
米
闘
を
引
入
れ
、
勝
家
に
於
け
る
米
国
の
子
足

此
試
或
は
め
同
れ
t
り
之
思
は
る
、
は
、
米
闘
は

を
拘
束
せ
ん
と
し
北
る
"
も
の
な
F

り
と
の
説
あ
ん

J
O

・
熱
必
な
み
布
陛
の
↑
濁
立
反
-
び
飯
土
保
会
論
者
に
し
て
、
表
面
上
そ
の
誠
意
を
佐
し
む
乙
と
を
鮮

食
る
も
の
な
る
が
故
に
、
英
、
側
一
府
間
宣
言
の
旨
は
、
米
側
政
府
の
大
仁
歓
迎
賛
同
す
可
を
答
と
想

像

せ

ら

る

h

仁
、
山
一
一
口
を
左
右
仁
託
し
て
、
之

C

W地
味
L

会
-
て
う
し
は
、
印
ι
り
布
畦
の
終
来
仁
闘
し
、
自
ら
部

溺
仁
活
動
す
る
の
自
由
を
保
期
間
せ
ん
が
翁
め
な
ら
と
推
察
す
る
の
外
な
け
れ
ば
な
ん
九

斯
の
如
く
一
方
に
於
て
は
、
英
、
併
雨
鴎
仁
て
布
陛
濁
立
の
承
認
談
剣
を
進
行
し
つ

L

あ

る

他

の
一
方
に
、
本
図
ホ
ノ
ル
、
に
於
で
は
、
容
易
な
ら
才
る
大
紛
援
を
生

b
て
、
間
一
家
の
存
立
甚
だ
危

ら7

除
に
澱
し
食
・
0
よ
二
百
ふ
は
、
岡
三
年
二
月
、
前
仁
認
し
セ
る
ポ

l

レ
ヅ
ト
削
仰
が
英
舷
ケ

u
y
l
ス
フ

米

布

合

併

の

先

例

。
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岡‘

同

オ

ー

ト

を

卒

ゐ

て

米

r
り
、
代
理
領
事

Er-
稀

ず

る

ア

レ

キ

サ

y

ダ
!
、
ジ
ム
プ
ソ
ン
と
相
謀
'
グ
、
英
闘

人
民
と
布
畦
政
府
之
の
向
に
麟
ま
れ
る
諸
難
件
を
、
一
時
に
解
決
せ
ん
と
て
、
六
街
僚
の
要
求
を

提
出
し
、
翌
日
ま
で
に
同
答
な
き
に
於
て
は
よ
阻
に
兵
力
に
訴
ふ
可
し
l'L

威
嚇
し
、
問
一
王
の
之
仁
徳

b
セ

る

仁

采

b
て
、
ポ
I
レ

y

ト
卿
は
一
見
に
右
六
筒
僚
の
要
求
を
誇
大
に
し
て
)
閥
王
に
治
'
り
な

る
よ
・
ウ
、
王
は
怒
に
屈
し
て
、
…
持
政
権
を
英
国
に
譲
る
仁
決
し
、
英
本
闘
政
府
に
於
て
、
果
し
て
ポ

ー

レ

ヅ

ト

卿

の

所

匁
bd-

認
ひ
る
や
否
や
、
共
決
定
を
開
く
ま
で
、
一
段
〈
閣
壬
の
政
府
を
明
渡
し
て

英
闘
の
目
下
た
る
可
し
と
巾
出
で
た
る
を
以
て
、
卿
は
直
に
宣
言
を
議
し
て
、
安
機
の
其
掌
中
仁

締
し
北
る
を
布
告
し
、
布
吐
の
閥
旗
を
徹
し
て
英
図
旗
を
掲
げ
、
着
々
諸
般
の
援
草
を
蹴
断
行
し
、
一

時

英

飯

に

続

し

セ

る

の

観

あ
p-

っ
し
共
蕗
に
、
米
凶
軍
艦
コ

Y

ス
一
プ
レ

I
N
J
ヨ
ン
、
治
図
よ

b
蹄
航

の

途

中

ホ

ノ

ル

、

に

寄
t
り
、
此
有
様
を
見
て
驚
く
と
と
一
方
な
ら
歩
、
直
に
抗
議
を
巾
入
れ
た
る

仁
次
で
、
英
閥
太
平
洋
艦
隊
司
令
官
ト

i
γ

ス
少
勝
、
旗
艦
ダ
プ
リ
ン
に
搭
乗
し
て
京
市
t
9
、ボ

i

レ

ヅ
ト
卿
の
所
匁
を
不
蛍
と
翁
し
、
猶
預
な
く
布
告
を
議
し
て
一
切
の
政
権
を
再
ぴ
図
王
仁
還
附

せ
し
め
北

b
。
ケ
リ

i

ス
プ
オ
ー
ト
の
来
よ
り
北
る
は
二
月
に
し
て
、
ト

l

マ
ス
少
絡
の
着
し
た
る

は
レ
心
月
な
る
が
故
仁
、
布
・
陛
が
非
主
式
な
が
ら
英
図
仁
局
し
た
る
は
前
後
五
箇
月
一
飴
な
L
リ
念
。

ポ
ー
レ
ツ

r
卿
の
威
嚇
仁
潜
ふ
や
、
悶
王
は
直
に
英
国
王
及
ぴ
米
問
大
統
領
に
其
窮
欽
を
訟
八

、
食
る
上
F

り
、
英
樹
政
府
拡
華
盛
頓
駐
剤
の
英
閥
抗
公
伎
を
し
て
閥
務
卿
仁
封
し
、
是
れ
全
く
英
図
政

府
の
認
め
や
C

る
所
な
る
よ
し
を
通
告
せ
し
め
、
叉
米
間
々
務
卿
レ
が
!
レ
は
、
時
の
倫
敦
駐
剤
一
公

使
エ
グ
エ
レ
'
ツ
ト
仁
書
を
迄
ん
ノ
て
日
布
陛
玉
図
が
欧
制
強
凶
の
子
中
に
溶
つ
る
を
防
止
す
る
翁

め
仁
、
議
力
を
用
ゐ
て
之
に
常
る
は
、
我
凶
本
来
の
主
義
に
治
合
ず
る
唱
の
仁
し
て
、
自
ら
豆
蛍
な

J

り
と
信
ム
ア
る
対
も
の
な
r
り
』
と
告
げ
た
る
は
、
米
関
、
が
次
第
に
布
時
一
を
重
要
脱
す
る
に
至

ιリ
北
る
誼

披
仁
し
て
、
英
関
政
府
、
が
華
感
頓
駐
捕
の
一
公
伎
を
し
て
、
軍
艦
ケ
リ
ー
ス
プ
オ
ー
ト
の
行
翁
じ
就

て
獲
で
賂
明
せ
し
め
党
る
は
、
印
も
他
図
、
が
漸
く
布
陛
に
於
け
る
米
間
特
殊
の
地
伎
を
認
な
る

に
至

ιリ
た
る
の
明
読
な
t
り
と
一
五
ふ
可
し
。

布
時
子
」
米
関
と
の
関
係
悦
に
郊
の
如
く
密
接
な
る
仁
淫
L
ツ
文
る
に
拘
は
ら
歩
、
両
国
間
に
け
い

設

に

二

六

年

一

食

ぴ

通

商

依

約

を

締

結

し

大

る

ま

h
-
v
L
上
院
の
批
潅
を
得
意
ノ
し
て
、
今
日
、
ま
で

恰

号

無

保

約

の

悶

柄

な

b
し
其
の
一
方
に
は
英
、
悌
一
期
闘
の
如
き
布
畦
と
の
関
係
兎
角
岡
市
を

侠
き
易
島
戸
)
ド
ド
閥
せ
や
/
、
依
約
を
結
ば
て
、
北
ハ
ャ
ド
布
昨
日
に
於
て
裁
一
剣
及
び
関
税
に
就
き
、
一
積
の
特
棋

59 

を
有
す
る
の
事
変
な
る
よ
ー
リ
、
米
関
政
府
は
屡
々
代
表
委
員
を
振
ら
て
依
約
締
結
の
事
仁
営
ら

米

布

合

併

の

先

例

一O
五
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一Oカ

。リ
円
り

し
め
文
る
省
、
毎
皮
そ
の
功
一
-
を
奏
せ
も
?
9
.し
を
、
四
九
年
仁
一
室
ょ
っ
、
岡
一
務
卿
グ
レ
ー
ト
，
y

が
一
具
め
て

談
剣
を
華
盛
頓
仁
於
て
開
始
し
、
布
畦
の
代
表
者
ジ
ョ
ン
、
ジ
ャ
ー
が
ノ
ス
之
の
問
下
、
数
一
仁
一
一
係
約

(吋

2
w
q
oご
片
付
ロ
仏
印
ゲ
ザ
vnQト

M
M
g
q
n
p
H
J
Pぐ
…
的
恒
久
O
ロ
μ
口
仏
印
庄
日
仏
一
色
O
ロ
コ
)
を
締
結
調
印
し
大

bo
此
依
約
け
い
女

明

問

問

仁

行

は

る

h
、
会
感
同
等
間
位
の
唱
の
仁
し
て
、
後
年
布
陛
が
米
閣
に
令
併
せ
ら
る
E
h

じ

後
久
し
か
ら
歩
し
て
英
、
側
一
雨
間
ふ
米
闘
に
倣
ぴ
〈
同

歪
る
ま
で
、
存
務
等
霊
せ
ら
れ
北
・
9
を。

種

の

依

約

に

調

印

し

t
tリ。

是
れ
米
闘
が
布
陀
-
の
務
立
を
承
認
し
、
旦
つ
之
を
諸
他
の
究
明
間

同
様
に
取
扱
ふ
可
を
業
先
例
を
一
示
し
セ
る
替
の
に
し
て
、
布
畦
の
最
宅
徳
と
し
た
る
所
な
290

議
一
・
盛
頓
に
於
て
右
の
依
約
締
結
談
剣
進
行
中
ー
布
睦
仁
て
は
叉
々
併
問
飯
事
E

乙
事
を
椛
へ
て
、

非
常
の
災
難
を
被
'
り
た
ん
¥
・
・
ツ
ん
よ
よ
ツ
先
空
間
六
年
、
倣
樹
は
英
闘
と
共
仁
荷
畦
.
と
新
悠
約
を
結
び

セ
る
を
、
四
八
年
新
任
倣
図
領
事
デ
イ
ロ
ン
な
る
が
も
の
、
英
批
准
書
を
携
帯
し
て
到
着
し
、
例
閥
王

ル
イ
、
ア
ヴ
り
ツ
プ
の
贈
物
F
F
・
・
可
し
て
、
王
の
等
身
寄
像
を
図
王
カ
メ

A

メ
月
三
世
仁
献
ホ
J

る
等
、
最

初
の
程
は
、
僕
方
互
に
親
密
の
如
く
な
F

り
し
に
、
久
し
が
ち
歩
し
て
字
論
を
生
七
、
着
径
の
翌
年
仁

は

蹴

仁

布

畦

政

府

よ

る

倣

図

政

府

仁

封

し

ょ

ア

イ

ロ

ン

の

召

還

を

請

求

す

る

仁

歪

れ
t
リ
。
争
論
事

件
の
霊
な
る
宅
の
綜
、
館
関
プ
一
ア
シ
デ

1

仁
課
せ
ら
る
、
総
入
税
の
高
率
な
る
と
と
、
益
支
書
仁

英
語
を
用
ゆ
る
の
不
一
公
平
な
る

ζ

と

の

ニ

鮪

な
λ
リ
き
。

錦

国

領

事

ば

事

を

同

国

提

督

ト

ロ

ム

一
ア
シ
仁
訴
ヘ
柁
る
よ
よ
り
、
働
問
軍
艦
二
隻
ホ
ノ
ル
、
仁
来
t
り
、
ト
ロ
ム
一
ア
シ
は
領
事
デ
イ
ロ

y

の

手
に
成
れ
る
十
筒
絡
の
要
求
を
図
王
仁
提
出
し
、
二
一
日
間
仁
し
て
回
答
せ
ぎ
る
に
於
て
は
、
其
結

果

恐

る

可

し

と

脅

喝

し

花
I

り
。
十
筒
僚
の
要
求
と
一
五
が
は
四
六
年
調
印
の
新
候
約
承
認
の
乙

と
以
下
、
沓
教
徒
の
待
遇
、
輸
入
税
の
軽
減
、
損
害
賠
償
等
広
し
て
、
其
内
重
な
る
こ
紡
は
、
第
二
僚
の

併

問

プ

ラ

ン

デ

l

輸

入

税

ど

-ma
減

ず

る

乙

と

及

び

第

四

僚

の

俳

人

と

布

畦

政

府

の

交

通

文

書

は
一
明
側
認
を
用
ゆ
る
え
と
の
要
求
な
よ
リ
き
。
布
畦
政
府
は
之
に
恥
刻
し
て
競
解
も
し
く
は
譲

歩

す

る

所

あ
1

り
し
も
、
右
の
重
な
る
こ
欧
州
仁
」
成
て
は
要
求
を
拒
絶
し
、
且
つ
仲
裁
を
第
三
凶
に
依

頼
せ
ん
乙
と
を
申
出
で
大
ふ
仁
、
ト
ロ
ム
ラ
ン
提
督
は
兵
隊
を
上
陸
せ
し
め
て
、
税
関
そ
の
他
の

官
衡
を
占
領
し
、
問
主
の
ヨ
ッ
ト
を
奪
び
、
砲
去
を
-
破
壊
し
、
銃
砲
弾
薬
を
放
機
破
損
す
る
等
、
乱
暴

猿
燕
を
働
を
ホ
ノ
ル
、
拡
恰
号
無
政
府
の
獄
態
仁
陪
ム
/
大
る
よ
ん
/
、
英
米
雨
問
領
事
は
ト
?
ム

一
プ
ン
仁
抗
議
を
申
怠
J

り
、
殊
に
英
図
飯
事
は
、
之
を
以
て
凶
一
日
一
年
英
、
仰
向
仁
約
し
北
る
布
畦
領
土

保

全

の

宣

言

仁

違

反

す

る

告

の

な

J

り
と
通
告
し
セ
ー
り
。
例
制
臨
二
隻
は
斯
る
無
法
を
働
を
大
る

61. 

ま
k
B

浩
外
仁
・
立
去
I

り
セ
ん
し
が
、
悶
王
は
直
じ
使
節
を
倣
闘
と
献
し
、
以
て
候
約
を
新
訂
し
、
続
安

米

布

合

併

の

先

例
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を
同
復
せ
ん
と
欲
し
セ
る
宅
、
業
甲
斐
な
く
し
て
折
角
の
使
節
は
巴
里
よ

b
倫

敦

を

経

て

蹄

閥

し
党
t
り。

兵
蹄
闘
の
途
中
、
華
盛
頓
に
立
寄
t
リ
て
、
米
国
政
府

g
亦

彼

の

四

三

年

の

英

傑

宣

言

仁

加

盟

し

て
、
布
時
一
の
飯
土
保
全
を
益
約
せ
ん
乙
と
を
求
め
允
る
号
、
捌
一
務
卿
グ
レ
?
ト
シ
は
之
に
感
性
、
一
少
、

唯
だ
倣
布
向
日
下
の
紛
争
仁
就
て
は
、
充
分
の
選
カ
を
試
ひ
可
を
を
約
し
、
嘗
時
巴
里
駐
剤
の
会

使
一
ア
イ
グ
ス
を
し
て
、
似
国
外
務
卿
仁
欝
し
勧
告
す
る
所
あ
ら
し
め
，
北
る
に
、
事
不
穏
仁
立
至
t
リ

て
終
日
勿
に
業
功
を
奏
す
可
く
宅
非
合

b
し
が
、
之
が
免
め
に
倣
闘
を
し
て
、
米
岡
の
布
畦
仁
封
ず

る
立
場
と
決
必
と
を
知
ら
し
む
る
を
得
、
北
p
り
と
一
五
ふ
。

常

時

闘

務

卿

グ

レ

}

ト

ン

よ

ら

恐

使

一
プ
イ
グ
ス
に
迭
t
り
て
、
悌
閥
政
府
に
遜
告
せ
し
め
セ
る
お
究
世
一
日
中
仁
臼
く

吋
間
務
省
は
、
俄
問
が
其
ダ
ヒ
チ
に
到
し
て
執

b
大
る
と
同
様
の
政
略
を
、
サ
ン
ド
ウ
ヰ
吋
ノ
チ
群

島
仁
艶
し
て
執
る
の
意
思
を
布
す
可
し
と
は
容
易
よ
信
、
ヂ
る
能
は
歩
。
然
れ
い
し
宅
若
し
資

官
の
所
見
に
て
、
之
を
事
情
仁
徴
し
て
、
此
事
果
し
て
、
管
一
際
な
ら
ん
に
は
、
貴
官
は
趨
嘗
な
る
機

舎
に
於
て
、
倒
図
外
務
卿
仁
詩
し
、
太
平
洋
仁
於
け
る
米
岡
領
土
に
封
ず
る
サ
ン
ド
ウ
ヰ
ツ
チ

群
島
の
位
置
、
及
ぴ
爾
関
関
に
於
け
る
貸
借
、
誠
一
商
そ
の
他
の
関
係
拡
、
同
一
群
島
が
他
闘
の
局
飯

も
し
く
は
、
純
一
鈎
文
国
の
下
に
締
せ
ん
と
す
る
を
、
米
闘
に
て
漫
然
傍
観
す
る
乙
と
能
は
ぎ
ら

勿
論
米
関
は
同
群
島
の
主
権
を
欲
す
る
が
も
の

し
り
る
誌
の
な
る
由
を
通
告
せ
ら
る
可
し
。

唯
だ
彼
等
が
現
在
の
統
治
者
の
下
仁
存
模
し
て
、
諸
外
闘
と
の
交
情
が
正
蛍
る
卒

に

行

は

れ

ん

乙

と

を

以

て

満

足

す

る

の

み
'eh

仁
非
歩
。

五
O
年
悌
閤
政
府
は
べ
一
プ
ン
な
る
唱
の
を
ホ
ノ
ル
、
仁
怠
-hJ
て
、
談
剣
を
再
開
せ
し
め
文
る

宅
、
其
要
求
す
る
所
、
義
仁
デ
イ
ロ
ン
の
提
出
し
セ
る
唱
の
と
同
一
な
よ
り
け
れ
ば
、
布
畦
は
叉
竜
之

を

拒

絶

し

北
t
り
o
'

米
関
政
府
は
之
を
問
を
、
ベ
ラ
ン
、
が
再
び

J

ア
イ
ロ
ン
同
様
の
難
題
を
中
出
づ

る
に
就
て
は
、
倒
閣
政
府
の
本
旨
は
、
岡
島
を
併
呑
す
る
の
口
安
を
作
ち
ん

t
f
る

る

の

仁

外

な

ら
や
J

と
て
、
捌
一
務
卿
ウ
エ
プ
ス
タ
ー
は
巴
里
な
る

J

プ
イ
グ
ス
会
依
γ
ト
命

b
て
、
米
一
凶
の
決
必
を
体

問
政
府
に
遇
、
特
」
し
め
北
る
其
後
究
書
の
中
仁
臼
く
、

円
倣
閣
の
斯
か
る
態
度
綜
、
米
一
回
政
府
及
び
人
民
仁
於
て
、
之
を
不
満
足
仁

h

脳
性
ぎ
ら
ん
と
欲
.
す

る
唱
得
べ
か
ら
み
少
。
然
め
仁
或
は
備
図
政
府
と
の
我
現
時
の
友
情
を
し
て
甚
だ
し
く
損
傷
廿

.
し
む
る
に
至
る
可
し
、
目
一
応
れ
悲
し
む
可
を
結
果
之
は
一
五
は
ぎ
る
を
得
、
下

J

。
故
仁
若
し
時
機
遅
か

ら
・
?
と
せ
ば
、
賞
官
は
此
問
題
仁
就
き
、
制
一
間
外
務
卿
仁
封
し
、
今
後
僻
闘
は
布
時
一
群
島
の
主
権
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と

濁

立

と

に

反

ず

る

手

段

を

放

棄

し

瓦

つ

錦

岡

の

代

表

者

が

間

際

絵

及

d
俄

布

問

の

依

約

，
仁
伴

p-

り

て

錯

し

セ

る

従

来

の

行

怨

を

改

め
v
し
り
る
や
う
、
勧
告
を
血
ハ
ヘ
ち
る
可
し
。
』

グ
レ
ー
ト
ン
、
ウ
エ
プ
ス

)

f

l

共
に
断
乎
と
し
て
、
倣

mm
政
府
の
行
動
を
責
け
の
、
布
昨
日
の
溺
立
を
み
一

う
せ
し
め
ん
と
期
し
文
る
乙
と
・
斯
の
如
く
な
・
る
に
、
並
行
本
閥
布
-
畦
に
於
て
は
、
倣
闘
の
匁
め
に
苦
‘

し
め
，
ら
る
と
と
脱
皮
々
に
し
て
、
溺
立
の
名
、
徒
に
存
す
'
る
述
、
主
貨
の
認
む
可
を
宅
の
な
く
、
毎
度
外

問
の
侮
を
受
く
る
の
有
様
な
る
を
悲
し
み
¥
閥
王
は
窓
に
米
岡
仁
頼
F

り

て

此

窮

携

を

枕

す

る

に

若
か
?
と
て
、
五
一
年
一
白
官
を
召
し
て
協
議
の
後
づ
布
畦
は
共
働
問
と
の
問
仁
、
濁
立
問
と
し
て
修

交
々
通
ず
る
の
地
位
仁
一
連
ず
る
ま
で
、
野
く
米
閣
の
保
護
を
仰
ぐ
一
り
し
、
此
事
唱
し
行
拡
る
可
わ

ら
・
?
と
せ
ば
、
永
遠
に
米
闘
の
保
護
闘
し
北
る
苦
苦
し
か
ら
古
ノ
」
よ
し
の
布
告
を
援
す
ノ
る
に
突
し
、
市
全

l

.

，

ζ
A
!

』

1

4

1

、4
~
i
1

』

A
q
H
V‘

駐
在
の
米
関
代
表
者
セ
グ
エ
ヤ
テ
ン
ス
を
は
地

b
て
、
米
側
に
哀
訴
す
る
の
止
む
を
得
才
る
に
至

0
・食
I

り。

ウ
エ
プ
ス
タ
!
は
之
を
拒
絶
し
た
れ
ど
弘
、
此
事
体
へ
ら
る

h

仁
M
A

ば
、
俄
一
械
は
遂
に

譲
歩
し
て
、
布
昨
日
l
r
」
の
問
に
新
'
依
約
を
締
結
し
、
芽
出
度
く
紛
字
の
終
t
り
を
告
げ
、
布
畦
は
-
事
費
上

濁

立

闘

の

髄

面

を

保

持

す

る

乙

と

を

得

る

仁

杢

れ

t
り。

未
完
)
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を
屡
々
繰
返
し
て
ム
一
一
口
ふ
に
遇
、
き
ぬ
よ
」
云
あ
て
と
は
涼
め
御

承
知
置
を
願
び
北
い
の
で
ゐ
ん
ま
ず
、
信
ほ
も
と
ノ
一
つ
御
.

麟
ιッ
市
上
げ
る
の
は
、
是
わ
ら
市
上
げ
る
の
は
誠
に
無
味

乾
燥
な
数
字
を
維
列
し
て
御
聴
を
に
入
れ
る
の
で
あ
っ
て

決
し
て
奇
抜
な
議
論
と
か
、
面
白
い
誌
で
は
な
い
と
一
再
ふ

と
と
で
あ
ん
ま
ず
、
但
し
諸
君
の
如
き
迎
財
的
問
?
を
碗
究
せ

私
は
此
よ

b
船
日
時
本
年
度
の
歳
計
仁
就
い
て
諸
君
の
御
ら
れ
る
御
方
、
以
、
訓
令
仁
・
鉱
山
味
乾
燥
な
数
字
を
忍
ん
で
御

聴
を
煩
し
北
い
と
岡
山
び
ま
す
。
是
は
昨
年
の
秋
頃
わ
ら
世
擦
を
な

3
れ
る
だ
け
の
素
養
が
あ
る
之
考
へ
る
の
で
あ
y

り

川
仰
に
電
話
コ
れ
て
居
れ
ば
議
命
日
等
の
討
論
の
問
題
に
な
っ
合
す
、
叉
一
一
一
一
州
ら
な
い
数
字
を
忍
ん
で
擦
が
れ
る
の
が
印

L

.1
居
る
の
で
あ
っ
て
、
今
日
わ
久
見
れ
ば
殆
ど
徽
の
生
へ
諸
君
が
理
財
患
の
研
究
を
在

3
れ
て
、
阪
も
理
財
家
ー
し
な

花
や
う
な
御
話
ー
で
あ
1

り
ま
す
が
、
他
に
趨
営
な
問
題
を
見
ら
れ
る
資
格
が
あ
る
.ic云
ふ
鐙
捺
に
な
ゐ
の
で
あ

b
ま
す

出
す
乙
と
が
出
来
、
ま
せ
ぬ
の
で
止
を
得
、
ヂ
是
ま
で
世
間
で
か
ら
、
私
の
一
一
一
如
ら
な
い
話
を
御
認
を
な

3
る
の
が
、
或
は

何
皮
も
山
一
一
口
は
れ
文
乙
と
を
繰
返
し
て
申
す
の
で
あ
っ
て
、
皆
様
の
資
格
を
十
分
説
明
な

3
る
機
舎
で
あ
る
わ
も
知
れ

甚
だ
御
迷
惑
の
と
と
、
存
b
ま
す
が
何
と
ぞ
暫
時
御
聴
き
ぬ
と
思
び
ま
す
、

を
願
び
ま
す
、
殊
仁
財
政
露
見
に
就
小
て
の
御
詰
な
ら
ば
、
'
日
一
品
わ
ら
数
字
を
雑
列
す
る
の
で
あ
ち
ま
す
が
、
成
ぺ
く

計
主
に
闘
す
る
利
害
得
失
の
論
究
な
ど
で
あ
f

り
ま
す
れ
ば
工
例
年
度
ど
比
べ
て
何
所
が
遺
っ
て
居
る
わ
、
印
ち
今
年
安

随
分
御
誌
を
致
し
ま
す
皮
毎
に
、
或
は
人
の
挺
る
毎
に
、
一
行
せ
ら
れ
つ
、
み
る
深
算
、
印
・
ら
四
十
三
年
皮
の
珠
算
は

愉
快
に
御
話
が
出
来
る
で
あ
ち
う
と
思
ひ
ま
す
け
れ
ど
も
間
十
二
年
の
諜
算
に
比
べ
て
何
所
が
泣
っ
て
居
る
か
l
r二
万

事
貨
を
御
話
す
る
め
で
あ
1

り
ま
す
わ
ら
失
張
・
6
同
b
乙
と
ふ
と
と
を
申
上
げ
て
御
参
考
に
し
ゃ
う
止
処
ひ
ま
す
、
是

}

〕

}

}

】

議

務ミ

本
年
度
の
歳
討
に
就
て
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槻
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